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盛岡 宮古 釜石 花巻 一関 大船渡 二戸 県外

（人）
災害発生地域（署別）

      

       釜石労働基準監督署からのお知らせ 
 

１ 令和４年度「全国安全週間」、6 月は準備期間です︕ 

〈令和 4 年度スローガン〉 安全は 急がず焦らず怠らず 

今年で 95 回目となる全国安全週間は、労働災害を防止するために、産業界での自主的な活動の推進と、
職場での安全に対する意識を高め、安全を維持する活動の定着を目的としています。 

労働災害は長期的に減少してきましたが、近年は、就業人口が高齢化し、高年齢労働者の労働災害、転
倒や腰痛などの労働者の作業行動に起因する労働災害が顕著に増加しています。 

このような状況下で労働災害をさらに減少させるには、労使一丸となり、基本ルールの徹底、それらの
遵守・実行、さらには、時間的・人員的余裕のある業務体制の構築などが重要です。 

６月がその準備期間です。安全パトロールの実施、労働安全に関する講習会の開催など、さまざまな取
組をお願いします。 

 

２ 熱中症対策の徹底を「STOP!熱中症 クールワークキャンペーン」実施中︕ 

５月から９月までの間、
「STOP︕熱中症クールワ
ークキャンペーン」を展開
し、重点的な取組を進めて
います。このうち７月は重
点取組期間です。 

令和 3 年に岩手県内で発
生した職場の熱中症発生件
数は 135 人で、6 月から発
生し、釜石監督署管内は 15
人で県内 3 番目となってい
ます。 

早めに熱中症予防対策の
取組をお願いします。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

令和４年 

６ 月 

令和 4 年 5 月 25 日発行 

（裏面もあります。） 

0

14

46

74

1 00 2 1
4

0 0
0

20

40

60

80

5月 6月 7月 8月 9月 10月

（人）
災害発生地域（署別）

発生数

（内、休業4日以上）



 

         発行・問合先  釜石労働基準監督署  電話 0193-23-0651 FAX0193-23-0653  

【主な要件】 

●事業場内の最も低い賃金が地域別最低賃金から

30 円の範囲内 

●コロナ禍で売上が 30％以上減少 

●令和 3 年 7/16～12/31 の間に従業員の賃金を

30 円以上引き上げた 

 

 

 

●生産性向上を図る設備投資を考えている 

●設備投資の 75％、最大 100 万円を助成 

●申込締切：令和 4 年 7 月 29 日（金） 

■問合先は業務改善助成金コールセンター 

 ０１２０－３６６－４４０ 受付時間▸平日 8：30～17：15 

■申請先は岩手労働局雇用環境・均等室 

  〒020-8522 盛岡市盛岡駅西通 1-9-15 
            盛岡第 2 合同庁舎 5Ｆ 

 ０１９－６０４－３０１０ 

３ 工場火災による労働災害防止の徹底 

今年 2 月に新潟県村上市の米菓製造工場で、深夜の火災により 6 名の労働者が死亡するという重大な
災害が発生しました。 

現在、事故原因の調査を進めているところですが、深夜勤務の労働者に対して避難訓練等が実施されて
いなかったことが報じられています。 

つきましては、火災が発生した際に退避等の措置が円滑に行われるよう、あらかじめ安全衛生教育及び
避難訓練等の実施をお願いします。 

 

４ 労働災害発生状況  

 
【災害事例】 

交通誘導を行っていたところ、進行してきた車に左足を轢かれ、左足の骨折により休業見込み 3 か月
の重傷を負った。 

周囲の確認と適切な作業場所の確保が重要です。 
 

５ 業務改善助成金のご案内 

設備投資により生産性を向上させ、「事業場内で最も低い賃金（事業場内最低賃金）」の引き上げを図る
中小企業・小規模事業者を支援する助成金です。 

毎年、9 月下旬から 10 月上旬に岩手県最低賃金が改正発行しています。今年度の審議はこれからです
が、主に昨年の改正発行に伴い引き上げた賃金に対応できる「特別コース」も新設され、今からでも間に
合います。ぜひともご検討ください。 

【令和 4 年 4 月末現在 （前年同期と比較して 15 件（51.7％）の増加）】  
休業 4 日以上の労働災害 ４４件（前年同期２９件）  死亡災害 2 件（同０件） 

特例コース（既に引き上げた場合） 通常コース（これから引き上げる場合） 

賃金引上げが 30 円未満だったとしても、申請までに
その差額が支払われていれば対象となります。 

【主な要件】 

●事業場内の最も低い賃金が地域別最低賃金から

30 円の範囲内（R4.10.2 現在の岩手県の場合 821 から 851 円） 

●これから従業員の賃金を 30 円以上引き上げる 

●生産性向上を図る設備投資を考えている 

●設備投資の 80％、最大 600 万円を助成 

●申込締切：令和 5 年 1 月 31 日（火） 


